
 

 
 
諮問事項 （１） 
 
  

東松山市国民健康保険税の税率等について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国民健康保険運営協議会 
資料１ 

令和 6 年 10 月 4 日（金） 



 

令和７年度の変更点 
  
１．税率（所得割率・均等割額）の引上げ 

 
 医療給付費分 
  所得割率   ７．３０％ →   ７．４４％  ０．１４ポイント引上げ 
  均等割額 ２２，８００円 → ３０，６００円    ７，８００円引上げ 
 
後期高齢者支援金等分 

  所得割率   ２．４０％ →   ２．６５％  ０．２５ポイント引上げ 
  均等割額 １２，０００円 → １４，０００円    ２，０００円引上げ 
 
介護納付金分 （４０歳以上６５歳未満の方のみ） 

  所得割率   ２．００％ →   ２．３１％  ０．３１ポイント引上げ 
  均等割額 １３，２００円 → １５，４００円    ２，２００円引上げ 
 
 
２．地方税法施行令の改正に伴う賦課限度額の引上げ 
 
 後期高齢者支援金等分 
  限度額 ２２０，０００円 → ２４０，０００円  ２０，０００円引上げ 
 
 
３．所得が一定額以下の世帯に対する均等割軽減額の拡充 
 
 医療給付費分 
  ７割軽減 １５，９６０円 → ２１，４２０円    ５，４６０円拡充 
  ５割軽減 １１，４００円 → １５，３００円    ３，９００円拡充 
  ２割軽減  ４，５６０円 →  ６，１２０円    １，５６０円拡充 
 
後期高齢者支援金等分 

  ７割軽減  ８，４００円 →  ９，８００円    １，４００円拡充 
  ５割軽減  ６，０００円 →  ７，０００円    １，０００円拡充 
  ２割軽減  ２，４００円 →  ２，８００円      ４００円拡充 
 
介護納付金分 （４０歳以上６５歳未満の方のみ） 

  ７割軽減  ９，２４０円 → １０，７８０円    １，５４０円拡充 
  ５割軽減  ６，６００円 →  ７，７００円    １，１００円拡充 
  ２割軽減  ２，６４０円 →  ３，０８０円      ４４０円拡充 
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